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■公募設置管理制度（Park-PFI）について

Park-PFI は、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置

と、当該施設から生じる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用で

きる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度であり、都市

公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向

上、公園利用者の利便の向上を図る新たな整備・管理手法です。

岡崎市では、「橋詰広場」と「（仮称）乙川人道橋」のそれぞれで、Park-PFI を活用した整

備を目指しています。

図 Park-PFI のイメージ①

図 Park-PFI のイメージ②
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表 用語の定義

Park-PFI ・ 平成 29 年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公

園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施

設から生じる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園

利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者

を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。

・ 都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として

「Park-PFI」と呼称。

公募対象公園施設 ・ 都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。

飲食店、売店等の公園施設であって、法第5条第1項の許可の申請を

行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又

は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の

利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。

例：カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等

特定公園施設 ・ 都市公園法第 5条の 2第 2項第 5 号に規定する「特定公園施設」の

こと。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は

管理を行うこととなる者が整備する、園路、広場等の公園施設であ

って、公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者

の利便の一層の向上に寄与すると認められるもの。

利便増進施設 ・ 都市公園法第 5条の 2第 2項第 6 号に規定する「利便増進施設」の

こと。Park-PFI により選定された者が占用物件として設置できる自

転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看

板・広告塔。

公募設置等指針 ・ Park-PFI の公募に当たり、都市公園法第 5 条の 2の規定に基づき、

地方公共団体が各種募集条件等を定めたもの。

公募設置等計画 ・ 都市公園法第 5条の 3の規定に基づき、Park-PFI に応募する民間事

業者等が公園管理者に提出する計画。

設置等予定者 ・ 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を

提出した者。

認定計画提出者 ・ 公園管理者が、都市公園法第 5条の 5の規定に基づき認定した公募

設置等計画を提出した者。


